
例が あること (被 告井形尋間調書 26, 27頁 )か らすれば,特任教員推

薦委員会等 にお ける審査が短時間で終 了 していたのは,事前に特任教員推

薦委員会等の意 向を踏 まえぅ申請 をして も特任教員 に任用されない可能性

がある者 l_~対 しては申請 を辞退す るよう説得が行われ,説得 を受けた者が

任用 申請 を取 り下 げた結果,任用の可否が問題 とな らない者のみについて

審査が行われて いたためであることが うかがわれ る。

したが って ,別 件にお ける被告大学の主張 をもって ,被 告大学 において ,

原告が主張す るよ うな労使慣行があつた ことの証左 と評価す ることはでき

ない。

② については,証拠 (甲 21)及 び弁論の全趣旨によれば,平成 23年

度か ら特任教員 に任用された二宮教授が ,平 成 13年 7月 に,人権委員会 。

調査委員会か ら,調査対象 とは摯1件 の学外の行為ではあるものの,歓送迎

会の席上で従業員の体 の一部 を触 る行為 を行 った ことが認め られるところ ,

同行為は問題で あるとして注意 を受けた ことが あることが認め られ る。

しか し,上記 のような行為が不適切な行為で あることはいうまで もない

が ,同 行為は,二 宮教授が特任教員 に任用 され る約 10年 前の行為であ り,

また ,当 該行為が どの程度悪質なものであったのか判然 としないことな ど

に照 らせ ば,二宮教授が特任教員 に任用 された としても,そ のことをもっ

て ,直ちに,被告大学 において ,原告が主張す るよ うな労使慣行があった

ことの証左 と評価す ることはできない。

争点 2(争 点 1が否定 される場合 ,正式の任用行為がな くて も原告が被告

大学の特任教員 に任用された場合 と同視 し得るか )に ついて

原告 は,正式の任用行為がなされて いない場合であって も,被告大学の人

事権行使が著 しく信義に反 してお り,か つ,原告が特任教員任用の期待 を有

してお り,そ の期待が法的保護 に値す る場合には ,例外的に任用行為が され

た場合 と同視す る ことができる旨主張する。
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しか し,被告大学における特任教員の任用基準は,前記第 2の 1(2)ア のと

お りであって,形式的 。一義的に資格要件が定め られているものではな く,

授業の担当及び実績状況が適 切であ り,今後の教育活動 に支障がないか,大

学の教員 としてふ さわ しい活動 を行 ってきた と認め られ るかな ど,被告大学

において , どのよ うな研究 を行 い,ま た,学生に対 し, どのような教育を行

ってい くか といった学 Fpl的 な見地か ら議論が必要な基準が設け られているの

であるが,それ らの議論がなされていない現状において,原告が任用基準を

満た しているか否かの半J断 を行 うには困難な面が ある。そ して,前記 1認定

説示のとお り,被告大学 において ,特任教員の任用 を申請すれば形式的な審

査が行われ るだけで必ず任用 され るというような労使慣行があつた とは認め

られず ,後記 4認定説示の とお り,仮 に,任用手続が進め られた としても ,

原告が特任教員 に任用された高度の蓋然性があると認め られない ことか らす

れば,原告が特任教員に任用 され るとの期待を有 していた として も,そ の期

待が個人的な期待 を超えて ,法的保護 に値するもので あった と認めることは

できない。

したがって,そ の余の点について検討す るまで もな く,本件において,原

告 について ,正式の任用行為がな くて も被告大学 の特任教員 に任用された場

合 と同視 し得 るということはできない。

4 争点 3(争 点 1及び争点 2が否定 されるとして も,任用手続 を進めていれ

ば原告が特任教員 に任用 された高度の蓋然性があ り,損害 (逸 失利益)を 被

った といえるか)に ついて

(1)原 告は,任用手続 を進 めていれば,特任教員 に任用 された高度の蓋然性

が ある旨主張す る。

しか し,原告の主張 は,特任教員の任用を中請すれ ば任用 されるという

労使慣行が あった ことを前提 とす るものである ところ,そ のような労使慣

行が認め られないことは,前記説示のとお りで ある。
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